
絵本や紙芝居のおはなしと、おりがみ・手遊び
などの楽しい遊びをしています。
ご家族やお友達などみなさんで、
ぜひおこしください。

ホームページ  http://library.city.ogi.saga.jp
利用時間  10 時～ 18 時（土、日曜日は 17 時まで）（金曜日は三日月館・小城館は 19 時まで）図書館

たのしいおはなしを聞きにきませんか？

くらしの
情　報

小城市広報番組

市からのお知らせなどを
配信しています

小城市広報 Twitter
右記QRコードを読み込んでください。

●「友だち追加」から「小城市」を検索し、「友だ
ちに追加」ボタンを押してください。

●スマートフォンなどで右記のQRコード（友だ
ち追加用）を読み込んでください。

小城市広報 ID

＠ogicity

【テレビ】ぶんぶんテレビ

［小城市だより］　6月４日（月）～17日（日）
�①９時45分～　②17時～　③19時45分～
※時間は変更になることがあります。

６月の納期

災害情報の収集方法

・bousai.ogi-city@raiden2.ktaiwork.jp
　に空メールを送る。
・右記QRコードで読み取る。

登録の
仕方

「小城市防災行政無線」　☎73・9238

「小城市防災メール」小城市が提供する防災メールです。

災害情報を電話・FAXでも提供しています。

　防災行政無線の放送が聞こえなかった場合、放送から
３時間以内であれば電話で聞き直すことができます。  

※利用するには登録が必要です。詳細は、防災対策課
　（☎37・6119）まで問い合わせください。

税金は納期内に
納めましょう！

６月の本丸くん巡回表
巡回日 時間 場所

５日（火）
10：30～11：15 有料老人ホーム　光２号館
15：00～15：45 ケアハウス　アミジア
16：00～16：30 ゆめぷらっと小城　

７日（木） 10：15～10：45 西分農村公園
1５日（金） 10：00～10：30 大地町駐在所

2０日（水）
11：10～11：40 赤れんが館
12：00～12：30 遠江（九州コーユー駐車場）

22日（金）
11：45～12：15 桜楽館
12：30～13：00 小城警察署
14：45～15：15 旧小城市授産場（北島紙器）

【三日月館　おはなしタイム】　
　日時：毎週土曜日　15時～ 15時 30分
　場所：三日月館おはなしのへや
【小 城 館　おはなしかい】
　日時：毎週土曜日　14時 30分～ 15時
　場所：小城館おはなしのへや
【牛津分室　おはなしかい】
　日時：第３日曜日　11時～ 11時 30分
　場所：牛津分室キッズルーム
【芦刈分室　おはなしかい】
　日時：第３土曜日　14時～ 14時 30分
　場所：芦刈分室わしつ

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

※休館日や閉館後の本・雑誌の返却は返却ポストをご利用ください。

６月の休館日
■�

牛
津
・
芦
刈
分
室
の
み
休
室

■�

全
館
休
館
日

市県民税（１期） 国民健康保険税（１期）

夜
間
納
税
相
談

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】�6月14日（木）・28日（木）
【時　間】�17時15分～20時
【場　所】�税務課（西館１階）　☎37・6104 小城市ホームページから 検索小城市だより

18小城市広報 2 0 1 8年6月号



くらしの
情　報

ごみを出す際の、
　確認をお願いします。
　農薬などの空き容器（プラスチック、金属、ガラス製）は、
法令により、一般廃棄物として廃棄物中継センターで
処理することができません。
　また、このような容器を出された
場合、収集作業者への健康被害も
考えられます。

ごみの出し方の詳細は
平成30年度小城市ごみ分別カレンダーをご確認ください

農薬などが入っていた容器
は、産業廃棄物となります
ので、処理業者への適切な
処理をお願いします。

各種相談

相談名 相談日 場所 時間

健康相談
☎37・6106

毎月第2・4木曜日 三日月町 ゆめりあ
9：30～11：30毎月第2・4金曜日 小城町 桜楽館

毎月第1・3水曜日 牛津町 アイル

行政相談
人権相談
☎37・6112

毎月第1火曜日 芦刈町 あしぱる

13：30～15：30
毎月第2火曜日 市役所別館

（ゆめりあ北側）
毎月第3火曜日 小城町 桜楽館

毎月第4火曜日 牛津公民館

身障者
相談

☎37・6108

毎月第1月曜日 市役所別館
（ゆめりあ北側） 9：00～12：00

毎月第3水曜日 牛津町 アイル 10：00～12：00
毎月第3水曜日 芦刈町 あしぱる 9：00～12：00
毎月第3金曜日 小城町 桜楽館 13：30～15：30

消費生活
相　　談
（要予約）

毎週
月・火・水・

金曜日

小城市役所
消費生活センター

☎72・5667
9：30～16：30

精神障害
悩み相談 毎週月曜日

精神保健福祉
連合会事務局
☎72・4797

10：00～13：00

エコ通信 �廃棄物中継センター��【担当】古賀・長尾　☎３７・６１４5

こんなトラブルにご注意を！！

� 消費生活センター（西館１階）　☎７２・5６６７
　 （月・火・水・金曜日９時３０分〜１６時３０分）
　　木・土・日・祝日の相談は消費者ホットライン「１８８」へ

「お試し」のつもりが…定期購入に！
　スマホで筋肉増強のサプリメントが500円という
広告を見て申し込み、商品を受け取った。最近になり、
再び同じ商品が届き、今度は6千円以上の請求書が
入っていた。事業者に電話すると、４回購入が条件
の定期購入だと言われた。画面の下の方にそのよう
な説明が書かれていたようだが、申し込む際は気づ
かなかった。（60歳代　男性）

◎�ホームページなどの広告を見て、健康食品などを
低価格で購入できると思って申し込んだが、数カ
月間の定期購入が条件だったという相談が寄せら
れています。
◎�定期購入の契約条件によっては途中で解約ができ
なかったり、解約しようと事業者に連絡しても、電
話がつながらなかったりする場合もあります。

◎�商品を注文する前に、特に最終確認画面で定期購
入が条件になっていないか、中途解約や返品はで
きるのかなど契約内容をしっかり確認することが
大切です。

消費生活センターからのアドバイス
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